
 

 

 

 

 

第３回石川県物価高騰対策支援事業（医療機関・福祉施設等）の受付開始について 

 

 

令和８年１月１６日（金）９時から、以下の事業の受付を開始する。 

 

１ 概要   

報酬等が公定価格として定められ、エネルギー価格・物価高騰の影響を価格に

転嫁できない医療機関や福祉施設等に対し、光熱費・食費等の高騰分を一時金の

支給により支援する。 

 

 

２ 支給対象施設 

令和８年１月１日時点で石川県内に所在しており、申請日時点で稼働し、 

事業継続予定の医療機関・福祉施設等 

（公立は除く。詳細な対象施設は別添の事業案内参照） 

 

 

３ 事務局 

   石川県物価高騰対策支援事業（医療機関・福祉施設等）運営事務局 

 

 

４ 申請方法 

   下記ホームページＷＥＢ申請フォームまたは郵送により事務局まで提出 

    ＵＲＬ：https://ishikawa-shien.jp/bukka03 

 

 

５ 申請受付期間 

   令和８年１月１６日（金）～令和８年３月１３日（金） 

 

 

６ 問い合わせ先 

   石川県物価高騰対策支援事業（医療機関・福祉施設等）運営事務局 

TEL：076-255-1625 受付時間/9:00～17:00 ※土日祝日を除く 

令和８年１月１５日 

健康福祉部医療支援課 

担当：関 

TEL：076-225-1433（内線 4100） 



1月16日金 ～3月13日金申請受付期間
令和8年 令和8年

※「金融機関名」「支店名」「預金種別」「口座番号」「口座名義人（フリガナ）」が読み取れるもの
　（通帳の表紙裏面のコピーなど）
※WEB申請フォームでの提出の場合は、写真データによる提出可。

物価の高騰等により厳しい環境が続く事業者等への支援として、
①医療機関、②介護施設、③障害者施設、④児童福祉施設、⑤公衆浴場を対象に、
支援金を支給いたします。（公立施設は対象外です。詳しい対象施設については、
裏面をご参照ください。）
なお、本事業は国の重点支援地方交付金を活用して実施しています。

令和8年1月1日時点で石川県内に所在し、申請日時点で稼働し、事業継続予定の医療機関・福祉施設等
申請日時点で事業を実施していない（休止含む）医療機関・福祉施設等は支給対象外になります。

以下の2種類の書類をご準備いただき、申請書提出先となる
「石川県物価高騰対策支援事業（医療機関・福祉施設等）運営事務局」まで、
下記事務局ホームページWEB申請フォームまたは郵送により提出ください。
①石川県物価高騰対策支援金申請書（様式第1号）
②振込先の通帳の写し

支給対象者

申請方法

受給には
申請手続きが
必要です

地域を支える医療福祉施設等事業者の
皆様を応援します！

石川県

こちらからアクセスできます。

第3回 物価高騰対策
支援金          

第3回 物価高騰対策
支援金          ご案内の
医療・福祉 施設等

第1回・第2回支援金を受給した施設についても、
申請手続きが必要です。

（②は、第1回･第２回支援金を受給されている施設については提出を省略できます）

https://ishikawa-shien.jp/bukka03

〒920-0864　石川県金沢市高岡町12-45　ロイヤルシャトー南町

076-255-1625 受付時間/9:00～17:00※土日祝日を除くコールセンター

問い合わせ・
申請書提出先

石川県物価高騰対策支援事業（医療機関・福祉施設等）運営事務局



支給金額
区　　分

保育所、保育所型認定こども園、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、
地域型保育事業所、幼稚園

児童養護施設、自立援助ホーム、乳児院、母子生活支援施設、ファミリーホーム

放課後児童クラブ

定員１名あたり
3千円

無床診療所（医科・歯科）(保険医療機関に限る)
助産所（出張専業は除く）

1施設あたり
20千円

病院、有床診療所（保険医療機関に限る）1

2

1

3

1

2

3

1

2

3

1

許可病床数×6千円
(1施設の下限20千円）

１施設あたり
17千円

定員１名あたり
3千円

1施設あたり
15千円

入所系

入所系

普通公衆浴場

訪問系

通所系

訪問・
相談系

支　給　金　額

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、
介護医療院、認知症対応型共同生活介護、養護老人ホーム、軽費老人
ホーム、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介
護、短期入所生活介護(※)、短期入所療養介護（※）、救護施設
※空床利用型除く、保健医療機関のみなし指定除く

訪問介護、訪問リハビリテーション、訪問入浴介護、訪問看護、定期巡回・
随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、訪問型
サービス事業所、介護予防支援、福祉用具貸与・販売
※保険医療機関のみなし指定除く

2 １施設あたり
33千円通所系

通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型
通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、
通所型サービス事業所
※保険医療機関のみなし指定除く

障害者支援施設、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、共同
生活援助、短期入所事業所（空床利用型は除く）

自立訓練（機能訓練）事業所、自立訓練（生活訓練）事業所、就労移行支
援事業所、就労継続支援Ａ型事業所、就労継続支援Ｂ型事業所、就労定
着支援事業所、就労選択支援、療養介護事業所、生活介護事業所、児童
発達支援事業所、医療型児童発達支援事業所、放課後等デイサービス
事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、保育所等訪問支援事業所

居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、同行援護事業所、行動援護事業
所、重度障害者等包括支援事業所、自立生活援助事業所、地域移行支援
事業所、地域定着支援事業所、計画相談支援事業所、障害児相談支援事
業所
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1施設あたり
10千円3

施術所（出張専業は除く。同一施設であはき法と柔整法の開設をしている場合は
いずれか一方）
薬局（保険薬局に限る）

１施設あたり
33千円

同一の事業所番号や所在地で
複数の事業を行っている場合、
重複算定は不可（ただし、
「従たる事業所」は除く）

定員1名あたり
0.5千円

定員1名あたり
3千円

１施設あたり
5千円

１施設あたり
17千円

同一の事業所番号や所在地で
複数の事業を行っている場合、
重複算定は不可（ただし、
「従たる事業所」は除く）


